
11 経済産業省

管理
コード

規制の特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他
措置分
類の見
直し

措置の
内容の
見直し

各省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特
例事項
（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名

制度の所
管府省
庁・関連
府省庁

110010

地域文化「手筒
花火」に係る火
薬類取扱者の
年齢制限の緩
和

火薬類取締法第２３
条

火薬類取締法は、火薬類によ
る災害の発生を防止し、公共の
安全の確保を図るため、火薬
類の製造、販売、貯蔵、運搬、
消費その他の取扱を規制して
おり、１８歳未満の者が火薬類
を取り扱うこと及び１８歳未満の
者に火薬類を取り扱わせること
を禁止している。ただし、がん
具煙火の消費、火薬類を包装
する作業等の危険性の少ない
取扱いであって火薬類取締法
施行規則で定めるものについ
ては例外として１８歳未満の取
扱いの禁止を適用除外としてい
る。

Ｃ -

　火薬類取締法では、火薬類による災害の発生を防止し、
公共の安全の確保を図るため、火薬類の製造、販売、貯
蔵、運搬その他の取扱を規制しており、その一環として１８
歳未満の者が火薬類を取り扱うことを原則として禁止してい
る。これは、火薬類の取扱いは非常に危険を伴い、その取
扱いを誤ると当事者のみならず、他の第三者にも重大な被
害を及ぼすおそれがあるためである。
　また、火薬類取締法では上記の例外として危険の少ない
取扱いであって火薬類取締法施行規則で定めるものにつ
いは１８歳未満の取扱いの禁止措置を適用しないことと規
定している。この規定に基づき、施行規則において火薬類
の包装作業やがん具煙火の消費など過去に事故が発生し
ておらず安全性の高い取扱いだけを限定列挙して指定して
いるところである。
　一方、今回、火薬類取扱者の年齢制限の緩和を要望され
ている「手筒花火」については、最近１０年間で１１件の事故
が発生しており、第３者を含む計３９名が負傷しており、そ
れ以前には死亡事故も発生している。
　その危険性にかんがみれば、例えば労働基準法第６２条
において、使用者は満１８歳に満たない者を爆発性の原料
等を扱う業務に就かせてはならないとする規定があるよう
に、火薬類取締法第２３条の年齢制限は合理的なものと言
える。
　以上のことから、手筒花火の消費は危険の少ない取扱と
は見なせず、年齢制限を緩和することは困難である。

(1)貴省回答では手筒花火についての事故
発生の事実と年齢制限を１８歳とすることと
の因果関係が明確ではない。
(2)また、労働基準法で満１８歳に満たない
者を爆発性の原料等を扱う業務に就かせ
てはならないと規定されているが、反復か
つ継続的に爆発物を扱う業務についての
年齢制限と同じ年齢制限を手筒花火の消
費についても課す合理的理由が明確では
ない。
(3)以上２点について明確に説明した上で、
提案主体の意見を踏まえ、１６歳で免許を
出している他の規制と同様に、たとえば１６
歳以上について必要な講習を受け免許を
受けた者が取扱が出来る、あるいは、提案
にあるように経験年数が10年を超える指導
者の監督により安全が確保される下で取
扱が可能となるよう検討し回答されたい。

　手筒花火については、火薬を扱うという観点で、その危険性を十
分認識しており、これまでもその安全対策に努めてきたところで
す。しかし、その消費・製造に必要な体力及び(火薬を安全に扱う)
知識といった観点では、18歳以上と16歳以上とでは、双方に顕著
な差はなく、緩和したとしても危険度が上昇するものではないと考
えられます。また、道路交通法第88条では、運転免許(社会的な危
険度は大きいと考えられる。)の年齢要件の一部について、16歳以
上を適応していることから、その能力的な観点から「手筒花火」に
ついても緩和できるものと考えます。

Ｃ -

　 手筒花火については、最近１０年間で計１１件の事故が発生
し、第三者を含む計３９名が負傷（１事故あたり約４名）してお
り、それ以前には死亡事故も発生している状況である。多種多
様な火薬類の多種多様な取扱い全体における事故が年間平
均４０件程度であるのに比較した場合、ある限定された地域に
おいてのみ消費される手筒花火の事故件数はきわめて高いも
のと言える。
 　また、このような手筒花火の事故原因については、製品不良
に起因する暴発が多数を占めており、事故はこのような手筒花
火そのものの客観的な危険性に起因し生じている。原子力安
全・保安院及び関係団体においては、かかる状況にかんが
み、手筒花火の安全な製造方法に関する技術基準を策定し、
業界の自主基準として周知徹底を図るなどの対応を講じてきて
いる。この結果、死亡に至る事故の発生が防止されるなど一定
の成果を上げているが、しかし、事故件数そのものを抜本的に
減少させるには至っていない。
　 手筒花火の安全性に係る以上のような状況に照らせば、現
在、御指摘のような年齢制限を引き下げ、規制緩和を実施す
べき環境にはない。

1043 1043010

地域文化
「手筒花火」
に係る火薬
類取扱者の
年齢制限の
緩和

　江戸時代、徳川家康が、徳川発祥の地で
ある三河地域(豊川市を含む)にだけ、火薬
の製造や貯蔵を認めたことにより生まれた
といわれる「手筒花火」の文化。
　火薬を詰めた竹筒を若者が抱え、点火し
て消えるまでの数十秒間。その間噴き上げ
る巨大な火柱は、スリルと迫力に満ち、音
と光の浮世絵として、見る者を魅了してや
まない「手筒花火」は、江戸時代から続く、
地域独特の文化であり、全市民の誇りとす
るものである。
　この市民が誇りとし、市内の各自治会が
中心となり行われる「手筒花火」の文化の
発展、継承こそが、本市の観光による交流
人口の増加及び地域コミュニティの増進に
よる定住人口の増加の必要条件といえる。
　この文化の発展、継承のためには、地元
居住率が高い18歳未満の段階より、地域
文化に触れさせ、「郷土愛」を醸成する必
要があるため、「手筒花火」(限定)に係る火
薬類取扱者の年齢制限を、保護者の承諾
を条件に、現行の18歳以上から16歳以上
(中学校卒業程度)に緩和する必要がある。

　市内の各自治会の祭事、または、豊川市
民祭り「手筒まつり」により実施され、「手筒
花火」の伝統文化の発展、継承が活発に
なされ、地域の世代間交流など、地域コ
ミュニティの増進が期待でき、その結果とし
て、高い地域コミュニティを背景とした、安
全・安心のまちづくりが推進され、また、本
市発展の基盤である定住人口の増加が期
待できる。(平成21年度までに人口125,000
人を目標とする。)
　また、地域独特の文化「手筒花火」の発
展により、市内各地で行われる「手筒花
火」の祭事に多くの観光客が本市を訪れる
ようになるため、交流人口の増加による経
済再生も期待できる。
　この地域文化を活かした定住人口の増
加と交流人口の増加の好循環により、安
定継続的な地域経済の発展が望める。

愛知県豊川市、
いなり楽市実行
委員会

経済産業
省

110020

大規模小売店
舗立地法にお
いて店舗面積
の増加等にお
ける変更の8ヶ
月制限の適用
除外

大規模小売店舗立
地法、大規模小売店
舗立地法施行規則

大規模小売店舗が店舗面積の
増加を行おうとする場合、大規
模小売店舗立地法第６条第２
項の変更の届出が必要であ
り、同条第３項で準用する同法
第５条第４項の規定により、届
出の日から８か月の変更の制
限が生ずるが、都道府県又は
政令指定都市が周辺地域の住
民等の意見から問題ないと判
断すれば、最短４ヶ月で変更の
制限を解除できる。また、同法
施行規則第７条第４号におい
て、店舗面積の増加を行おうと
する場合であっても、増加分が
１千㎡又は増加前の店舗面積
の１割のいずれか小さい方を超
えなければ、変更の届出の対
象から除外している。なお、店
舗面積の増加（同法施行規則
第７条第４号で除外されるもの
を除く。）を伴わない、店舗自体
の敷地内での移設はそもそも
変更の届出の対象としていな
い。

D-1 －
現行の制度においても、一定量を超えない店舗面積の増
加を行おうとする場合は変更の届出の対象から除外するな
どの配慮をしている。

　提案主体からの意見によれば、テーマ
パークにおいてはイベントの企画から実施
までの期間が短いため、提案者はイベント
開催に応じて機動的かつ弾力的に店舗面
積を変更できるよう、変更制限期間の適用
除外を求めている。（貴省回答中の一定量
を超える場合も含む。）
　テーマパークでは主としてアトラクションと
いうサービスが提供され、物品等の販売は
アトラクションに付随して行われる。法にお
いては大規模小売店舗の新規出店に伴う
店舗面積の増加に伴う影響が予測困難な
場合を想定していると考えられるが、テー
マパークについては店舗面積の増加の規
模及び増加の影響は周辺地域の住民等に
とってある程度予測可能ではないか。
　例えば、あらかじめ限定された地域内の
特定された施設（例　興行場法による指定
を受けたテーマパーク）について、事前に
周辺地域の住民等の意見を聞き、一定期
間内のアトラクションに付随した店舗面積
の変更については包括的に問題ないとさ
れた場合については、店舗面積を届出後
直ちに変更することが可能となりよう、提案
主体の意見を踏まえて再度検討し回答さ
れたい。

現在、届出面積6864㎡に対し214㎡の店舗面積拡大をしていま
す。届出面積の1割は684㎡ですので残りは472㎡となり、これを超
える店舗面積増加には手続き期間が４～８ヶ月必要になります。
一方、映画を題材とした展示販売や、特別ゲストを対象とした販売
をパーク内イベントスペース（２ヶ所あり、それぞれ800㎡超）におい
て、年間60日以上の営業を検討しています。また、これらのイベン
ト販売等は企画から実施まで短期間になされます。届出後最短で
ある4ヶ月に事前協議などを加味すると半年前から手続きを始めな
くてはならず、開催が非常に困難になります。またアトラクションに
付随した常設店舗の新設や拡大も同様のタイミングでなされ、計
画通りのオープンに支障を来たすことが予想されます。つきまして
は特区においてテーマパーク内小売店舗の面積拡大につきまして
は届出のみとし、8ヶ月制限の適用除外となるように、再度ご検討
お願いします。

B-2 Ⅳ

「８か月制限」は周辺地域の住民等から意見を聞き、都道
府県等が設置者に意見を提出する、同法の手続を行う上
で必要な期間（都道府県等が「意見なし」と判断した場合
には最短４か月で解除できる）であり、テーマパークであっ
ても「８か月制限」の対象から除外することは適当でない。
一方、「提案主体からの意見」にあるように、イベント等の
開催に合わせて店舗面積を増加することが予め見込まれ
ている場合には、「再検討要請」で指摘されるところの「予
測可能」な状況であり、事前に見込まれている最大限の
増加分について、設置者が変更届出を一括して行い、周
辺地域の住民等から意見を聞き、都道府県等が包括的に
問題ないと判断すれば、設置者がイベント等の開催の都
度、届け出なくてよいものと考えられる。以上の運用につ
き、都道府県等に対して、平成１７年度早期に周知・徹底
する。

1074 1074010

大規模小売
店舗立地法
において店
舗面積の増
加等におけ
る変更の8ヶ
月制限の適
用除外

店舗面積の増加や制限を超える仮設店舗
の営業について、大規模小売店舗立地法
第6条第4項にある届出の日から８ヶ月を経
過した後でなくては当該届出による変更を
行ってはならない内容について、届出後直
ちに変更が行えるようにする。

テーマパークのアトラクションの新設・変更
やパークの部分的コンセプトの変更により
生ずる店舗の新設や面積の増加を、短期
間で行うことが出来るようになる。またイベ
ントなどに合わせて６０日以上の仮設店舗
を容易に実施出来るようになる。これによ
り、来客に新規商品やイベント商品などを
タイムリーに提供する機会が増加する。来
客に対しパーク内での買物機会をより充実
することにより、満足度の向上、パークの
魅力度向上、来客数の増加に繋がり、地
域エリアを含めた経済効果が見込める。

株式会社 ユー・
エス・ジェイ

経済産業
省

110030

大規模小売店
舗立地法施行
規則において、
駐車場でのイベ
ント等の実施よ
る駐車場台数
の一時的減少
について、一時
的な変更とする
運用の緩和

大規模小売店舗立
地法、大規模小売店
舗立地法施行規則

大規模小売店舗が行う変更が
「一時的な変更」である場合に
は大規模小売店舗立地法施行
令第７条第１項により、同法第
６条第２項の届出の対象から除
外している。ここでいう「一時的
な変更」とは、災害など通常予
測することが困難な状況変化
に対応する、又は、祭など特別
な地域行事等が行われる時期
における対応を図るための仮
の変更を想定している。一方、
駐車場の利用が届出時に想定
していたより少ないという実績
がある場合には、そのデータを
示し、同法第６条第２項の変更
の届出を行い、都道府県又は
政令指定都市から問題ないと
判断されれば、最短で４ヶ月で
駐車場台数を減少することがで
き、その後は減少された台数分
の駐車場には同法の制限が掛
からなくなる。また、同様に、季
節や時期によって、繁閑の差が
大きい場合には、そのデータを
示し、同法第６条第２項の変更
の届出を行い、季節や時期に
応じ駐車場台数を減少させるこ
ともできる。

D-1 －
現行制度においても、届出時に想定していたより少ないと
いう実績がある場合には変更の届出において駐車台数の
減少を認めるなどの配慮をしている。

　右、提案主体の意見にあるようにテーマ
パークにおけるイベントの開催が確定する
までの日数が短いという特殊性を踏まえ、
イベント開催に伴う駐車場面積の変更を一
時的な変更として取り扱うことにより大規模
小売店舗立地法の届出対象から除外でき
ないか再度検討し、回答されたい。たとえ
ば、あらかじめ限定された地域内の特定さ
れた施設（テーマパーク）について、事前に
周辺地域の住民等の意見を聞き、イベント
開催に付随した一時的な駐車場面積の変
更について包括的に問題ないとされた場
合は、以後、駐車場面積の変更について
届出の対象から除外することが可能となる
よう、提案主体の意見を踏まえつつ検討し
回答されたい。

本年駐車場にて、音楽コンサートを実施しましたが、この際届出駐
車場台数より減少台数分を近隣に確保することで大規模小売店舗
立地法施行規則第8条の適用を受け「駐車場の位置の変更届出」
で開催することができました。位置の変更ためには、近隣で且つ減
少台数と同数の確保が前提となり、閑散期は実際に3800台の必
要がなくとも、減少台数分を一時的に確保しなければなりません。
これには無駄な経費がかかり、また今後の周辺地域の開発が進
めば、近隣での駐車場を確保すること自体が困難になることが予
測されます。また、イベントの日時は出演者等の都合で直前まで
はっきりとはしないこともあり、従って届出後時間を要するようでは
開催が困難となります。閑散期等の駐車場の余剰スペースを活用
したイベント開催において、駐車場台数の減少期間が短期間であ
ること、周辺への影響がないと関係団体が認めた場合において
は、一時的な変更として取り扱えるように、特区において再度ご検
討をお願いします。

B-2 Ⅳ

同法における「一時的な変更」は「制度の現状」にあるとお
り自己の都合に拘わらず避けられない事情がある場合が
想定されており、短期間であったとしてもイベント等の開催
など自己の都合によるものを「一時的な変更」に加えるこ
とは適当ではない。
一方、「制度の現状」にあるとおり、駐車場の利用が届出
時に想定していたより少ない、又は、季節や時期によって
繁閑の差が大きい場合には、そのデータを示し、変更の
届出を行い、駐車場台数から利用されていない分を減少
することができる。さらに、提案主体からの意見にあるよう
に、イベント等の開催に合わせて駐車場を利用することが
予め見込まれている場合には、設置者が事前にイベント
等の開催時に同じ駐車台数の臨時駐車場を確保する旨
の変更の届出を行い、周辺地域の住民等から意見を聞
き、都道府県等が包括的に問題ないと判断すれば、設置
者がイベント等の開催の都度、届け出なくてよいものと考
えられる。以上の運用につき、都道府県等に対して、平成
１７年度早期に周知・徹底する。

1074 1074020

大規模小売
店舗立地法
施行規則に
おいて、駐車
場でのイベ
ント等の実
施よる駐車
場台数の一
時的減少に
ついて、一時
的な変更と
する運用の
緩和

駐車場におけるイベント等の実施による一
時的な駐車台数の減少について、大規模
小売店舗立地法施行規則第7条第1項にあ
る一時的な変更として認めるようにする。

駐車場における短期間のイベント等実施で
あれば、駐車場台数の減少を大規模小売
店舗立地法施行規則の一時的な変更とし
て認めていただくことにより、パーク内の駐
車場などでコンサートなどのイベントを行う
ことが促進される。ユニバーサル・スタジ
オ・ジャパンは約15haの駐車場を有してお
り、これを活用したイベントの実施は大きな
集客効果があり、それにより、地域エリアを
含めた経済効果が見込める。

株式会社 ユー・
エス・ジェイ

経済産業
省

110040

　分散型天然ガ
ス供給に対する
ガス事業法の
適用除外

ガス事業法第３条
ガス事業法第５条
他

天然ガスが供給されていない
地域において、許可にかからし
めているような新たに一般の需
要家に向けてガスを供給する
事業については、需要家の利
益の保護や公共の安全の確保
の観点から、経理的基礎の有
無や技術的能力の有無等の基
準を設けていますが、現在で
も、これらの基準を満たしガス
事業を適確に遂行できる能力
を有する者については、ガス事
業法の許可を受けて、ガス事業
を開始することが可能です。

C -

 天然ガスが供給されていない地域において、新たにガスの
供給が開始されることについては、天然ガスの普及の観点
から望ましいことと考えております。天然ガスの普及を図っ
ていく際の視点としては、ガスが国民生活になくてはならな
い必需のエネルギーであること、安全性の確保が重要なエ
ネルギー源であることにかんがみ、需要家の利益の保護や
公共の安全性の確保を図る視点は重要と考えています。
よって、ガス事業法において、事業者が新たに天然ガスの
供給を行う場合には、需要家の利益保護を十分に行うこと
が可能であるか、安全性を十分に確保することができるか
について判断するために一定水準の経理的基礎及び技術
的能力等を確保しているかについて確認することとしており
ます。
　したがって、本提案にあるように天然ガス供給を開始する
場合にガス事業法を適用除外にすると、現行のガス事業法
で規定されている経理的基礎及び技術的能力等を担保し
ているかどうか確認することができず、特区内の当該事業
者から供給を受ける住民の利益が保護されないこと、ま
た、周辺住民を含め特区内における安全性の確保ができな
いことなどの弊害が発生する可能性を排除できないので特
区として対応することは困難です。

提案主体は需要家の敷地内で需要家の利
益、安全性が十分に確保されることを前提
に、ガスメータではなくガス流用計を用いて
液化天然ガスを供給するビジネスモデルを
構築することを提案しており、提案を実現
するにはどうすればいいかという観点か
ら、右提案主体からの意見を踏まえつつ、
再度検討し回答されたい。

分散型液化天然ガス供給につき、一般ガス事業のように公道等公
有資産を利用し不特定多数の消費者にガス供給するのでなく、需
要家敷地内に液化天然ガス貯槽、消費配管等を設置しガス供給を
行うことであり、ガス供給をガス流用計で取引を行なう事業形態は
液化石油ガスと同様のビジネスモデルです。液化石油ガスは工場
等向供給は高圧ガス保安法のもと、一般需要等向供給は液石法
のもとで現に実施されている事業であり、供給ガスが液化天然ガ
スにかわっただけです。従い、事業的、保安的に液石法、高圧ガス
保安法にて担保されていることより、既に消費者の利益、安全が
保護されており、ガス事業法を適用除外したとしても問題ないと考
えます。

C -

　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法
律の規制対象である液化石油ガスは、プロパン・ブタン・プロピ
レンを主成分とするガスを液化したものと定義されており、メタ
ンを主成分とする天然ガスは同法の適用対象外です。したがっ
て、液化天然ガスの供給を行おうとする本提案は、同法の規制
対象には該当せず、事業規制・保安規制を受けることはありま
せん。なお、天然ガスの供給は液化石油ガスと異なり極低温の
天然ガスを取扱うため貯槽の取扱いやＢＯＧ（Boil Off Gas）の
処理等には高度で複雑な技術が必要であることから、液化石
油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律と比べ
ガス事業法では、より高度な保安確保を求めています。
　一方、高圧ガス保安法は、高圧ガスの取扱いに習熟した事
業所等における製造設備から消費設備までの技術基準適合
維持義務を定めておりますが、ガスの取扱いに関して知識の
不十分な需要家保護のためにガス事業法第４０条の２等にあ
るようなガス供給事業者に課す保安規制（消費機器調査・周知
義務、内管漏洩検査義務、緊急時対応、ガスの付臭義務、マ
イコンメーターの設置義務等）が備わっておらず、本提案にお
いてガス事業法の適用除外をした場合、消費段階での保安を
担保するための規制がなくなり、公共の安全性の確保が極め
て困難となります。なお、高圧ガス保安法では、ガス事業法と
は異なり、事業規制による需要家利益を担保する措置は一切
とられておらず、需要家の利益保護は不可能です。これらのこ
とから、高圧ガス保安法の規制により、本特区内の安全、需要
家の利益が十分に担保されるとはいえません。
　以上のことから、本提案における天然ガス供給に対しては、
現行どおりガス事業法の規制を適用することにより、公共の安
全性の確保及び需要家の利益保護を図ることが適当であり、
特区として対応することは困難と考えます。

1109 1109020

　分散型天
然ガス供給
に対するガ
ス事業法の
適用除外

専ら一つの建物及び塀・柵等にて明確に
区分された同一敷地内の建物の消費に対
する、分散型液化天然ガス供給設備及び
分散型圧縮天然ガス供給設備による天然
ガス供給がガス事業法に該当しないよう緩
和する。

分散型液化天然ガス設備及び分散型圧縮
天然ガス供給設備により、天然ガスを供給
する。之により、導管が敷設されていない
地域での天然ガスの供給を可能となり、地
域新エネルギー産業の振興と環境保全を
図る事が可能となる。

西三河南部懇話
会

経済産業
省
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11 経済産業省

管理
コード

規制の特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他
措置分
類の見
直し

措置の
内容の
見直し

各省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特
例事項
（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名

制度の所
管府省
庁・関連
府省庁

110050

電気主任技術
者の選任は事
業場又は設備
毎に必要である
ことの適用除
外。

電気事業法第４３条
第１項、
電気事業法施行規
則第５２条第１項、第
３項、
「主任技術者制度の
運用について（内
規）（平成１５年１０月
１日付け平成15･09･
11原院第１号）」

　電気事業法施行規則第５２条第１項
の表中７号において複数の発電所等
を直接統括する事業場を有する場合
に、当該事業場に電気主任技術者を
選任することにより、これら複数の発
電所等に個別に電気主任技術者を選
任せずに一括管理することを認めてい
る。
　 また、複数の発電所等を直接統括
する事業場がない場合には、原則とし
て、個々の発電所等に電気主任技術
者を選任することとなるが、「主任技術
者制度の運用について（内規）（平成１
５年１０月１日付け平成15･09･11原院
第１号）」で定める一定の要件（①申請
に係る者が、第１種電気主任技術者
免状、第２種電気主任技術者免状又
は第３種電気主任技術者免状の交付
を受けていること。②申請に係る電気
工作物は、選任しようとする者が、常
時勤務する事業場又はその者の住所
から２時間以内に到達できるところに
あること。③点検は、規則第５３条第２
項第５号の頻度に準じて行うこと。④
主任技術者が常時勤務しない事業場
の場合は、電気工作物の工事、維持
及び運用のための必要な事項を主任
技術者に連絡する責任者が選任され
ていること。）に適合する場合は、電気
事業法施行規則第５２条第３項に基づ
き電気主任技術者の兼任を認めてい
るところである。

D-1

複数の発電所等を直接統括する事業場に電気主任技術者
の選任が可能であるとともに、一定の要件に適合する場合
には電気主任技術者の兼任が可能であるため、現行制度
で対応可能。

1150 1150010

電気主任技
術者の選任
は事業場又
は設備毎に
必要である
ことの適用
除外。

電気主任技術者の選任等について、地域
内に有資格者を置き、維持及び運営の保
安上、支障のないような体制を構築できれ
ば、複数発電所を兼任可能とする。

コージェネレーション（ガスタービン）、バイ
オマス発電風力発電などを、地域内に分散
設置する。
既設の法規では電気主任技術者を、各発
電所に選任しなければならないが、本規制
の特例が認められれば、保守上支障のな
い範囲の電気主任技術者で運用でき、管
理コストの削減ができる。

①北海道稚内市
②稚内新エネル
ギー開発株式会
社【仮称】
③④⑤⑥民間企
業

経済産業
省

110060

特定供給の活
用による一般
電気事業者及
び特定電気事
業者以外の事
業者が一定の
範囲内で自営
線により電力供
給できる事業範
囲の緩和

電気事業法第２条第
１項第８号
電気事業法施行規
則第２１条

　特定規模電気事業者は、電
気の使用者の一定規模の需要
であつて経済産業省令で定め
る要件に該当するもの(以下
「特定規模需要」という。)に応
ずる電気の供給(第十七条第一
項第一号に規定する供給に該
当するもの及び同項の許可を
受けて行うものを除く。)を行う
事業であつて、一般電気事業
者がその供給区域以外の地域
における特定規模需要に応じ
他の一般電気事業者が維持
し、及び運用する電線路を介し
て行うもの並びに一般電気事
業者以外の者が一般電気事業
者が維持し、及び運用する電線
路を介して行うものを営むこと
について第十六条の二第一項
の規定による届出をした者をい
う。
　特定供給制度を活用して電気
を供給する場合には、両者に
生産工程、資本関係、人的関
係等の密接な関係を必要とす
る。

５０ｋｗ
以上
の需
要家に
対する
ＰＰＳ
による
自営
線供
給
D-4

特定
供給
D-2

５０ｋｗ
未満
の需
要家に
対する
ＰＰＳ
による
自営
線供
給
Ｃ

５０ｋｗ
以上
の需
要家
に対す
るＰＰ
Ｓによ
る自営
線供
給
Ⅰ

　特定規模電気事業者として届出を行えば、平成17年4月から
高圧50ｋW以上の需要家に電力小売が可能となり、また、自営
線（自前の送電線）による電力供給も平成17年4月から届出によ
り可能となることから、特定供給の許可を得なくても、特定規模
電気事業者として自営線による電力供給が可能になります。
　また、既に特区において可能となっている特定供給の要件緩
和についても、全国規模での規制緩和を実施することとなってお
り、特定供給制度の許可要件は、①取引等を通じて実態として
同一企業グループとみなしうる関係を有し、その関係が今後も長
期間にわたり継続することが見込まれること、②共同して組合を
設立し、当該組合が発電設備の施設・保有又は維持管理を行う
場合であって、その関係が今後も長期間にわたり継続すること
が見込まれること、とする要件緩和を行います（平成16年度
中）。この要件が満たされる場合には、特定供給による電力供給
が可能となります。
　なお、一般家庭などの電灯・低圧(50kW未満）の規制需要家に
対する全面自由化については、①供給信頼度の確保、②エネル
ギーセキュリティや環境保全等の課題との両立、③最終保障、
ユニバーサルサービスの確保等の課題について十分慎重に検
討する必要があり、特区としてではなく全国規模の規制緩和とし
て検討することが適切であると考えており、平成19年4月以降検
討を開始する予定となっております。

右提案主体からの意見によれば需要家に
ついては５０ＫＷ以上で、供給者が需要家
と契約や基本合意により長期間の安定し
てエネルギーを供給することを確約する場
合を想定されている。この点を踏まえ、特
定規模電気事業者としての電力供給又は
特定供給による電力供給が可能かどうか
を明確にし回答されたい。

電力供給できる事業範囲の拡大において、既に規制緩和されてい
る内容では発電事業会社を組合組織にして、供給先の会社を全て
組合員にしなければ、一般企業（50ｋＷ以上）への供給は不可能と
なります。今回の拡充で50ｋＷ以上の需要家と契約や基本合意に
より長期間の安定エネルギー供給を相互に確約している場合も供
給可能としたい。

５０ｋｗ
以上の
需要家
に対す
るＰＰ
Ｓによ
る自営
線供給
D-4

特定供
給
D-2

平成17年4月から高圧50kw以上の需要家への電力小売
が可能になるとともに、自営線による電力供給も届出によ
り可能となります。したがって、発電事業会社が特定規模
電気事業者の届出を行えば、特定供給の許可を得なくて
も50kw以上の需要家であれば、自営線による電力供給が
可能となります。

1150 1150030

特定供給の
活用による
一般電気事
業者及び特
定電気事業
者以外の事
業者が一定
の範囲内で
自営線によ
り電力供給
できる事業
範囲の拡
大。

地元資本の会社と、その地域内の需要家
が契約などで、長期間の安定エネルギー
供給を相互に確約している場合も密接な
関係とみなす。

コージェネレーション（ガスタービン）、バイ
オマス発電からのエネルギーを近隣の需
要家に自営線を持って供給し、送電ロス・
運用コストの削減が可能となる。

①北海道稚内市
②稚内新エネル
ギー開発株式会
社【仮称】
③④⑤⑥民間企
業

経済産業
省

110070

「たら」輸入割
当に関する申
請者の資格要
件の緩和

輸入貿易管理令第９
条
輸入発表

ＩＱ品目である「たら」の申請資
格
として、先着順割当てに関して「
輸入契約（一の輸入契約が２０
トン以上のものに限る。）を締結
していること」を要件としてい
る。

Ｃ  

　たらを含めた水産物の輸入割当ては、限定的な輸入数量
を適切且つ円滑に運用できるよう、その貨物を輸入する意
志と能力があり、かつ当該輸入を行うのに最も適当である
と認められる者に対して行われるものである。
　このことから輸入割当申請については、流通実態、割当
制度の運用等を踏まえて定められた一定の資格要件を満
たした者のみが申請できるようになっており、また、当該資
格要件は全国一律で実施することにより輸入割当ての目的
を達成できるものである。そのため、一部の地域に限ってこ
れを緩和することは勿論、流通実態、割当制度の運用等の
議論を抜きには全国的にも緩和することが適当でない。
　最低取扱数量20㌧の資格要件については、過度に細分
化した割当枠が貿易障壁となっていると輸出国から指摘さ
れたことから設けたものであり、先着順割当において当該
資格要件を緩和することが、現在の流通実態に照らして当
初の規制趣旨と矛盾するものでないか、関係省庁、関係者
及び関心国との間で整理をする必要がある。
　従って、特区内において当該資格要件を緩和することは
困難であるとともに、現時点では、全国的にいつ、何ができ
るか確約できない。

たらの漁獲量が減少していることにより、
輸入数量全体が限定的となるとしても、限
定された輸入数量を実施するため先着順
割り当ての資格要件を２０トンとする理由が
明確ではない。また、２０トンの資格要件が
中小の輸入業者が参入する際の障壁と
なっていないかどうかという点についても明
確ではない。さらに資格要件の緩和につい
て関係省庁、関係者及び関心国との間で
整理する予定の有無についても明確では
ない。これらの点について明確にするとと
もに、再度検討し回答されたい。

Ｂ－２ Ⅳ

たらの先着順割当てに係る申請資格の一つである「輸入
契約（一の輸入契約が２０トン以上のものに限る。）を締結
していること」を、平成１７年度のたらの輸入発表から撤廃
する。

1189 1189010

「たら」輸入
割当に関す
る申請者の
資格要件の
緩和

毎年度示される、「たら」の輸入割当の申
請者の資格要件中、一の輸入契約が２０ト
ン以上という、要件を緩和する

「たら」は国内でも弁当、仕出しなど外食産
業で需要が高いが、資源が除々に減少し
まとまった漁獲量が無い為「輸入契約２０ト
ン以上」という要件をクリアすることが難し
く、輸入枠を有効に活用していない。そこで
資格要件を緩和することで中小の輸入業
者が市場に参入し、市場の価格の独占を
防ぎ、市場が自由化・活性化する。

　　有限会社
フューチャー
フィッシュ
　　社団法人　中
国地域ニュービ
ジネス協議会

経済産業
省　農林水
産省

110080

鉱業権設定に
係る許認可手
続きに、地元市
町村の意向確
認として事前協
議制度を導入
する特例

鉱業法第２１条、
第２４条

　鉱業権の設定を受けようと
する者は、経済産業局長に
出願して、その許可を受け
なければならない（鉱業法第
２１条）。
　鉱業権設定の出願があっ
たときは、許可権者である経
済産業局長は、関係都道府
県知事に対して協議を行わ
なくてはならない（同法第２４
条）。
　当該協議においては、鉱
業の実施による公益上の支
障の有無の判断に誤りなき
を期するため、鉱業の実施
が住民の保健衛生のほか、
公共の用に供する施設や文
化財、公園、他産業等に与
える影響について協議を
行っているところであり、関
係都道府県知事から提出さ
れた意見は、経済産業局長
が鉱業権の設定に係る許可
又は不許可の判断を行う上
での重要な判断材料とな
る。

C -

　現行制度において、経済産業局長は、鉱業権設定の出願
を受けて関係都道府県知事への協議を行わねばならず（鉱
業法第２４条）、当該協議の際には、関係都道府県知事
は、鉱業の実施による公益上の支障の有無を判断する上
で、地域の実情を知るため、都道府県内の関係市町村長
に対して照会をしているのが通常である（亀山市が提案理
由中に挙げている案件についても、三重県から亀山市に対
して照会がなされたところ）。
　また、経済産業局長が実地調査の必要があると認める場
合には、現地立会調査が行われるが（同法第１８３条）、こ
の場においても、出願人、経済産業局、都道府県、市町村
の担当者が立ち会い、調査及び議論等が行われることが
通常である。
　このように、現行制度においても、出願地域の自治体の
意向を十分に確認した上で鉱業権許可を行っているにもか
かわらず、鉱業権設定の出願を行った事業者に対して、市
町村長への事前協議を新たに義務付けることは、出願者に
過度の負担を課すこととなり、それらを軽減させるための手
法も想定し得ないことから、事前協議制を導入することは望
ましくない。

経済産業局長が、法１８３条に基づく実地
検査の必要があると認めない限り、市町村
が直接経済産業局長（出願者）と協議を行
うことが出来ないので、法２４条の照会につ
いて、複数市町村にまたがる案件でない場
合、市町村が県を経由せず直接照会の回
答することが出来ないか検討し回答された
い。併せて、市町村が県の経由無く直接回
答の申し出があれば対応できるよう検討
し、回答されたい。

C -

　鉱業権の許可不許可の判断をする際には、たとえ鉱業
出願区域が単一の市町村の行政区画内に収まる場合で
あっても、鉱業の実施の影響が河川や大気等を通じて周
辺市町村にも及ぶ可能性等を考慮することが必要であ
る。
　したがって、広く遺漏無く公益調整を行うため、鉱業法第
２４条に基づく協議（以下「２４条協議」という）においては、
これら周辺市町村を含む広い行政区画内において公益を
調整しうる都道府県知事に対して引き続き協議を行うこと
が必要である。
　なお、２４条協議を通じて関係市町村の意見が十分に汲
み上げられるよう、昭和４７年３月３１日付け資源エネル
ギー庁通達に基づき、国（経済産業局長）は都道府県知
事に対して、出願の区域に係る市町村の長の意見を徴す
る等により地元の意見を反映して回答することを要請して
おり、現行の２４条協議においても、関係市町村の意見は
十分に反映されているものと考えている。

1190 1190010

鉱業権設定
に係る許認
可手続きに、
地元市町村
の意向確認
として事前協
議制度を導
入する特例

①鉱業法第２１条（設定の出願）における
出願先を、経済産業局長から地元市町村
長へ変更する。
②鉱業法第２４条（都道府県知事との協
議）を変更し、地元市町村長と出願者での
事前協議を義務付け、同意が得られること
を許可要件として明記する。

①本市では、開発行為の事前協議を行うため
の根拠として、亀山市環境保全条例を制定し
ている。同条例第２条に規定される届出が必
要な開発行為として、鉱業法規定の試掘及び
採掘計画を加えるよう条例改正を行い、鉱業
権設定の出願が市町村長に提出された場合
は、同条例第７条規定の亀山市環境保全審議
会の審議の対象とする。
②亀山市環境保全審議会で出願事業者と協
議を行い、環境保全のために必要な助言ある
いは指導勧告を行い、審議結果を開発行為審
査委員会に答申する。
③鉱業法の出願がなされた場合には、亀山市
水道水源保護条例で設置される水道水源保
護審議会において、鉱業法規定の試掘及び採
掘計画が水源に影響を及ぼす規制対象事業
場であるか否かの審議を行い審査結果を開発
行為審査委員会に連絡する。
④同審査委員会は総合的な審査を行い、鉱業
権の試掘・採掘行為の承認、不承認の判断を
行う。
⑤審議を経たうえで承認された鉱業権の開発
行為は、同条例第１４条に規定される環境保
全協定を締結し、市町村長は意見書（この場
合は同意書）を附して、出願書を経済産業省
に進達する。
⑥経済産業省は地元市町村の同意があること
と鉱業法第３５条に該当しないことを要件に許
可を出す。

三重県亀山市
経済産業
省
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11 経済産業省

管理
コード

規制の特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他
措置分
類の見
直し

措置の
内容の
見直し

各省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

規制の特
例事項
（事項
名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名

制度の所
管府省
庁・関連
府省庁

110090

上水道の水源
地域における
鉱業権設定出
願の適用除外

鉱業法第１５条、
第２１条、第３５条

　鉱業出願地における鉱物
の掘採が、保健衛生を害す
る、公共の用に供する施設
等を破壊する、文化財や公
園等の保護に支障を生じさ
せる、他の産業の利益を損
ずるなどして公共の福祉に
反すると認める場合には、
経済産業局長は鉱業権設
定の出願を許可できないこ
ととされている（鉱業法第３５
条）。
　また、鉱物を採掘すること
が一般公益や他産業と対比
して適当でないと公害等調
整委員会が認め、鉱区禁止
地域として指定した地域に
おいては、鉱業権の設定は
禁止されており（同法第１５
条）、都道府県知事は、公害
等調整委員会に対して鉱区
禁止区域の指定を請求する
ことができる（鉱業等に係る
土地利用の調整手続等に関
する法律第２２条）。

Ｄ－１ -

　左記のように、保健衛生上害があり、又は公共の用
に供する施設等を破壊し、公共の福祉に反するような
鉱業権の設定については、これを排除するための措
置が現行制度上で整備されている。

1190 1190020

上水道の水
源地域にお
ける鉱業権
設定出願の
適用除外

鉱業権の設定を受けようとする者は、経済
産業局長に出願してその許可を受けなけ
ればならないが、上水道の水源地域にお
いては鉱業権を設定できない区域とする。

上水道の水源地域を鉱業権（試掘・採掘）
の設定区域から除外することにより、上水
道供給を安定させ、地域住民の公共の福
祉（生活権）を守るもの。

三重県亀山市
経済産業
省

110100
国定公園内の
鉱業権設定出
願の適用除外

鉱業法第１５条、
第２１条、第３５条

　鉱業出願地における鉱物
の掘採が、保健衛生を害す
る、公共の用に供する施設
等を破壊する、文化財や公
園等の保護に支障を生じさ
せる、他の産業の利益を損
ずるなどして公共の福祉に
反すると認める場合には、
経済産業局長は鉱業権設
定の出願を許可できないこ
ととされている（鉱業法第３５
条）。
　また、鉱物を採掘すること
が一般公益や他産業と対比
して適当でないと公害等調
整委員会が認め、鉱区禁止
地域として指定した地域に
おいては、鉱業権の設定は
禁止されており（同法第１５
条）、都道府県知事は、公害
等調整委員会に対して鉱区
禁止区域の指定を請求する
ことができる（鉱業等に係る
土地利用の調整手続等に関
する法律第２２条）。

Ｄ－１ -

　左記のように、国定公園の保護に支障を生じ、公共
の福祉に反するような鉱業権の設定については、これ
を排除するための措置が現行制度上で整備されてい
る。

1190 1190030

国定公園内
の鉱業権設
定出願の適
用除外

鉱業権の設定を受けようとする者は、経済
産業局長に出願してその許可を受けなけ
ればならないが、国定公園内においては鉱
業権を設定できない区域とする。

国定公園区域内を鉱業権（試掘・採掘）の
設定区域から除外することにより、本来の
優れた自然の風景地を保護するとともに将
来の子々孫々まで継承するものとする。

三重県亀山市
経済産業
省

110110

試掘権におけ
る施業案の安
易な変更手続
き改正

鉱業法第６３条

　試掘権者は試掘の実施に
あたり、具体的な事業計画
である施業案を定め、これを
経済産業局長に届出なけれ
ばならない（鉱業法第６３
条）。
　なお、施業案中の鉱害防
止等保安に関する事項につ
いては、鉱山保安監督部長
は、経済産業局長と協議の
上で、試掘権者に変更を命
ずることが可能である（鉱山
保安法第２２条第２項）。

Ｄ－１ -
　左記のように、施業案中の鉱害防止等保安に関する事項
については、現行制度上でその内容の変更を命ずることが
できる。

当該事例のように、単なる地表踏査である
ことのみで試掘権出願しているものを、施
業案を経済産業局長に届出を行うことで、
地方の関与なしで変更することについてバ
ランスを失すると思われるので、この点を
明確にし、回答されたい。

Ｄ－１ -

　鉱業権とは、「登録を受けた一定の土地の区域におい
て、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する
他の鉱物を掘採し、及び取得する権利」（鉱業法第５条）で
あり、そもそも掘採を伴わない地表踏査のみの試掘権と
いうものは成立し得ず、そのような権利の設定を許可する
ことはない。よって、掘採をなし得るか否かというような重
要な事項が、事業者による施業案変更の届け出のみで決
せられるという懸念は当たらない。
　なお、施業案の届出に際しては、国（経済産業局長）は
事業者に対し、２４条協議において都道府県知事が回答
した支障事項や鉱害対策の要請等の内容を、施業案に十
分に反映するよう指導しているところである。また、届け出
られた施業案中の鉱害防止等保安に関する事項につい
ては、鉱山保安監督部長は経済産業局長と協議の上で、
試掘権者に変更を命ずることも可能である（鉱山保安法
第２２条第２項）。
　このように、現行制度上も、施業案に関係自治体の意向
を反映させる体制は整備されている。

1190 1190040

試掘権にお
ける施業案
の安易な変
更手続き改
正

試掘権者が施業案を変更する場合も鉱業
法第２４条に基づく協議を行い、市町村意
見を反映するため、市との事前協議制度を
導入させる。

鉱業法第６３条第１項において、試掘権者
は事業計画である施業案を経済産業局長
への届出のみで簡単に変更できるため、こ
れを鉱業権出願の場合と同様に法第２４条
に基づく協議を行うこととし、市町村との事
前協議制度を導入し地元の公益を確保す
るものである。

三重県亀山市
経済産業
省

110120
工業団地の鉱
業権設定出願
の適用除外

鉱業法第１５条、
第２１条、第３５条

　鉱業出願地における鉱物
の掘採が、保健衛生を害す
る、公共の用に供する施設
等を破壊する、文化財や公
園等の保護に支障を生じさ
せる、他の産業の利益を損
ずるなどして公共の福祉に
反すると認める場合には、
経済産業局長は鉱業権設
定の出願を許可できないこ
ととされている（鉱業法第３５
条）。
　また、鉱物を採掘すること
が一般公益や他産業と対比
して適当でないと公害等調
整委員会が認め、鉱区禁止
地域として指定した地域に
おいては、鉱業権の設定は
禁止されており（同法第１５
条）、都道府県知事は、公害
等調整委員会に対して鉱区
禁止区域の指定を請求する
ことができる（鉱業等に係る
土地利用の調整手続等に関
する法律第２２条）。

Ｄ－１ -
　左記のように、他産業の利益を損じ公共の福祉に反
するような鉱業権の設定については、これを排除する
ための措置が現行制度上で整備されている。

1190 1190050

工業団地の
鉱業権設定
出願の適用
除外

鉱業権の設定を受けようとする者は、経済
産業局長に出願してその許可を受けなけ
ればならないが、産業集積地である工業団
地においては鉱業権を設定できない区域と
する。

①産業集積地である工業団地を鉱業権
（試掘・採掘）の設定区域から除外すること
により、工場進出等をはじめとする安定し
た企業活動を支援することが可能となる。
②工業専用地域として位置づけられる地
域の計画的な土地利用を促進し、地域の
経済発展に寄与するものである。

三重県亀山市
経済産業
省
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11 経済産業省

管理
コード

規制の特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策） 再検討要請 提案主体からの意見 提案主体意見　その他
措置分
類の見
直し

措置の
内容の
見直し

各省庁からの再検討要請に対する回答

構想(プ
ロジェ
クト)管
理番号

規制特例
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名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名

制度の所
管府省
庁・関連
府省庁

110130
高圧ガスの貯
蔵所に係る届
出の簡素化

高圧ガス保安法第１
７条の２

容積３００㎥以上の高圧ガスを
貯蔵するときは、あらかじめ、
都道府県知事に届け出て設置
する貯蔵所（第二種貯蔵所）に
おいてしなければならない。

D-1 －

届出の際に必要となる添付書類の例については、通達
（「高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類について
（平成15・03・25原院第３号）」）において示されているところ
であるが、貯蔵の目的や高圧ガス保安法第１８条第２項の
第二種貯蔵所の技術基準に関する必要事項等が分かる内
容となっていれば、通達に示された一部の添付書類を省略
することは現行制度上も可能である。

右提案主体の意見について、製造届出と
貯蔵届出それぞれの省略可能な添付書類
の相違点を明確にしつつ、回答されたい。

　「通達に示された一部の添付書類を省略することは現行制度上
も可能である」との回答であるが，通達においては，製造届出で省
略できる書類の内容が明確に記載されていることから，貯蔵届出
においても省略できる内容を明示していただきたい。
　県の判断で添付書類の簡素化が可能だとすれば，現行の通達
に記載されている各種資料のうち，「添付すべき資料」と「必要に応
じて添付を求めることができる資料」の区分を改正していただきた
い。

D-1 -

 　技術基準に関する必要事項等が確認できるかどうかに
ついては、審査を行う地方自治体が個々の事情に対応し
て判断する必要がある。よって、添付書類の省略の一般
的な基準を明示することは適切ではなく、届出に際して事
前に事業者と担当官において調整を行っていただきたい。

1206 1206010

高圧ガスの
貯蔵所に係
る届出の簡
素化

高圧ガスの第二種貯蔵所の設置において
は，事前に都道府県知事等への届出が必
要とされているが，試験研究機関が手続き
を行う場合は，添付書類の簡素化を図る。

高圧ガス製造の届出については，試験研
究機関が処理能力１５㎥以下の高圧ガス
設備（毒性ガス及び特殊高圧ガスに係るも
のを除く）について手続きを行う場合，一部
添付書類を省略することが認められている
ことから，貯蔵においても同様の取り扱い
を認めることで，研究効率の向上が図られ
る。

茨城県
経済産業
省

110140

研究開発用の
小規模温度差
発電設備につ
いて、一般用電
気工作物（安全
性の高い電気
設備）として取
り扱い、電気事
業法に定めら
れている要件
の緩和。

電気事業法第３８条
第１項、第２項、
電気事業法施行規
則第４８条第２項、第
３項、第4項

温度差発電設備は電気事業法
第３８条第３項の規定に基づき
「事業用電気工作物」として扱
われ、電気事業法第４２条の規
定に基づき保安規程の届出、
電気事業法第４３条の規定に
基づき主任技術者の選任、電
気事業法第４８条の規定に基
づき工事計画の事前届出並び
に電気事業法第５０条の２、第
５２条及び第５５条の規定に基
づき法定事業者検査の実施及
び安全管理審査の受審が義務
づけられる。

Ｃ

当該設備においては、最高使用圧力（４MＰa）が想定されて
いるが、熱媒体として用いられる不活性ガスの圧力等運転
中の安全性に係るデータ等が現段階において存在しない。
したがって、現段階で当該設備を一般用電気工作物として
取り扱うことは保安上の観点から不可能である。
なお、本件について、一定の安全確保措置が講じられる場
合には、その安全確保措置の内容に応じて事業用電気工
作物に係る義務の一部を緩和することは可能である。

右提案主体の意見を踏まえ、検討し回答さ
れたい。また、回答文中にある、「安全確
保装置の内容に応じて事業用電気工作物
に係る義務の一部を緩和する」という内容
について、特区で実現・活用されるために
はどうしたら良いのかという観点で検討し、
回答されたい。

　今回の提案で使用することを想定しているフロン等は、高圧ガス
保安法の適用除外（第三条第８項　政令で定めるもの：５ＭＰａ以
下）となるものであり、高圧ガス以外のガスとともに安全性が高い
のものと考えている。
　従って、これらのガスを使用し、かつ既存特例措置１１０５（一般
用電気工作物への位置付けによる小規模ガスタービン発電設備
導入事業）に準拠した安全措置を講じた場合、貴省の回答にある
「一定の安全確保措置」に該当し、ﾎﾞｲﾗｰ・ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者の
選任、法定事業者検査の実施及び安全管理審査の受審の義務を
免除されるものと考えてよいか回答願いたい。

一般用
電気工
作物
Ｃ

事業用
電気工
作物
一部Ａ
（主任
技術者
の選任
Ｃ
法定事
業者検
査、安
全管理
審査
Ａ）

 　電気事業法上の保安確保の観点から、熱媒体として用いられる不
活性ガスの圧力等運転中の安全性に係る基本的データ等が現段階に
おいて存在しない当該設備について、高圧ガス保安法の適用除外規
定をそのまま適用することはできず、既存特例措置１１０５に準拠する
こともできない。
　  再検討要請で挙げられたボイラー・タービン主任技術者の選任は、
自主保安の担保のための中核をなす制度であり、当該発電設備の設
置者には、その工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるた
め、主任技術者免状の交付を受けている者からの主任技術者を選任
することが義務付けられている（法第４３条第１項）。
再検討要請で挙げられた当該要望は、人材確保が困難であることを
もって、安全確保の重要な要件である主任技術者の選任を不要とする
ことを求めるものであるが、熱媒体として用いられる不活性ガスの圧力
等運転中の安全性に係るデータ等が現段階において存在しない当該
設備については、専門知識を有する主任技術者が保安の監督の職務
を行うことが必要であって、ボイラー・タービン主任技術者の選任を不
要とすることはできない。
 　ただし、当該設備が自家用電気工作物である場合については、免状
の交付を受けている者が不在であっても、経済産業大臣の許可を受け
た場合には、一定の学歴及び職歴を有する者を主任技術者として選
任することができることとしている（法第４３条第２項）。
　 また、この他に再検討要請で挙げられた法定事業者検査の実施及
び安全管理審査の受審の義務については、当該義務に相当する措置
について適切な時期に十分な検討が行われ、その検討結果の実効性
を確保するための措置が確実に実施される必要があることから、関連
分野に係る第３者専門家で構成される委員会によってこれら当該義務
に相当する措置が確実に講じられることが行政庁において確認できる
場合に限り、電気事業法上の当該義務を免除することにつき特区とし
て対応することが可能であると考えられる。

1209 1209010
小規模温度
差発電研究
開発特区

研究開発用の小規模温度差発電設備につ
いては、一般用電気工作物（安全性の高い
電気設備）として取り扱い、電気事業法に
定められている要件に制限されることなく
設置できるように提案するものである。

温泉熱を利用した温度差発電設備の実証
試験を行い、実用レベルまでの技術開発を
行う。
実用後は、温泉地における地域の自立エ
ネルギーとして使用でき、地球温暖化防止
につながるものである。

鳥取県
経済産業
省

110150

特定工場の定
義に係る一の
団地の規定の
緩和

工場立地法第６条第
１項
工場立地法運用例
規集（一の団地）１－
２－１－３

一の団地とは、連続した一区画
内の土地をいう。したがって、
道路、河川、鉄道等により二分
されている場合は、通常は一の
団地ではないがその工場自体
のために設けた私道、軌道等
により分断されている場合又は
道路、鉄道等により分断されて
はいるが生産工程上、環境保
全上若しくは管理運営上極め
て密接な関係があり一体をなし
ている場合は、一の団地と解す
る。

C

　工場立地法は、工場立地の適正化のために、工場と周辺
の地域の生活環境の調和の観点から、工場の敷地利用の
適正化を図っている。具体的には、工場の新増設の際、敷
地面積の一定割合以上の緑地等を工場敷地に整備した
り、敷地面積の一定割合以下に生産施設の設置を抑制し
たりすることを義務づけている。こうした措置により、工場の
緑地が周辺の地域社会から工場に対する不安感を解消し
たり、生産施設の抑制等が工場から発生する騒音を緩和す
るといった効果が上がり、工場と周辺の地域の生活環境の
調和が図られ工場立地の適正化が達成される。
　これに対して、要望は工場敷地から離れた場所に整備し
た緑地の面積を当該工場の敷地面積に算入することであ
るところ、これは当該工場敷地で整備すべき緑地面積を縮
小し、設置できる生産施設の面積を拡大することを認める
ものであって、上記のような効果を減じるものであり、工場
立地法の趣旨に反するため対応は困難である。

工業集合地周辺の地域社会から工場に対す
る不安感の解消、騒音の緩和等に効果がある
としても、提案内容を困難とする合理性が明確
ではない。この点を明らかにした上で、地域の
実情に応じた柔軟な対応が可能となるよう再
度検討し、回答されたい。

○既存工場の緑化率は、全体エリア内では10.2％、重点エリア内
では7.4％にとどまっており、更に老朽化した設備で操業を続けて
いるため周辺環境への影響も大きい。このため特区による規制特
例を活用して工場の建替等の際に必要となる緑地の確保を容易
にすることで、既存工場の建替等を促進し、地域全体における緑
地面積を拡大することを目的としている。
○工場の増設及び建替えをする際、各工場の敷地に「飛び緑地」
も算入できるよう緩和する一方で、現時点における個々の工場の
敷地内緑地率の減少は認めないことを原則とし、やむを得ない場
合のみ特区エリア内での緑地確保を認めることにより、更新前より
トータルで緑地を増やす。よって地域全体の緑地が増加し、既存工
場の老朽化した設備が省エネ・環境配慮型の生産設備に更新が
促進され、周辺地域の生活環境の調和及び工場立地の適正化が
図られることが期待される。よって貴省が懸念する工場立地法の
趣旨、目的を逸脱するものではない。
○重点エリアは全て工業専用地域で、その周辺も工業専用地域に
囲まれており、建て替えに伴い地域全体で緑地が創出されれば、
工場周辺の地域の生活環境の調和は十分図られる。
○全体エリアについても、県が推進する「尼崎２１世紀の森構想」
の対象地区と同一地域であり、当該構想の策定に際し、学識経験
者、行政、地元産業界、市民を交えて十分検討を行い、ホーム
ページ、市民フォーラムの開催及び市民アンケートの実施などパブ
リックコメントを反映させて策定している。また、当該構想推進のた
めの行動計画についても市民、企業、ＮＰＯ等団体の参加による
森づくりのスキームで検討を重ねており、個々の既存工場の敷地
内緑地率についてはできるだけ確保した上で、地域全体では緑地
が以前より創出されるため、当該地域と周辺地域の生活環境の調
和は十分図られる。

C

　工場立地法は、工場立地の適正化のために、工場と工場周辺の地
域の生活環境の調和の観点から、工場の敷地利用の適正化を図って
いる。具体的には、個々の工場の新増設の際、敷地面積の一定割合
以上の緑地等を工場敷地に整備したり、敷地面積の一定割合以下に
生産施設の設置を抑制したりすることを義務づけている。
　この趣旨は、工場の建屋等の無機質な外観等により生じる圧迫感や
不安感といった心理的ストレスが、工場周辺の居住者、通行者、通勤
者といった者の生活環境に悪影響をもたらす（公害苦情相談窓口で受
けた全公害苦情件数のうち約７割が感覚的・心理的被害（平成１５年
度公害苦情調査））ため、うるおいを与え見る人の心を和ませるなどの
心理的ストレスの解消に効果がある緑地を、工場の建屋等を外部から
遮蔽するように配置するなど工場と一体的に整備することにより、工場
と工場周辺の地域の生活環境の調和を図ることにある。
　ご意見の第一、第二段落については、工場から離れた場所に緑地を
整備することにより、エリア全体で緑地の確保を図るということである
が、工場と一体的に整備されていない緑地では、上記のような効果が
期待できないため、対応は困難である。
　また、意見の第三段落では、工業専用地域であり、地域全体で緑地
が創出されれば、工場周辺の地域の生活環境の調和は十分図られる
ということであるが、工場から離れた場所で整備するなどエリア全体で
確保された緑地には、その工場周辺で生活する住民や通勤者等に対
する上述の効果が期待できない点については、工業専用地域であっ
てもかわりはない。
　さらに、意見の第四段落では、「尼崎２１世紀の森構想」の策定の際
にパブリックコメント等により住民の意見が反映されていること等を理
由としてエリア全体で緑地の確保を図ることにより、周辺地域の生活環
境の調和が図られるということであるが、工場立地法の生活環境と
は、工場周辺の現住者に限定した生活環境のみならず、通行者や通
勤者等を含む一般的な生活環境であり、特定の者の生活環境に限定
できるものではなく、特定の者がエリア全体での緑地の確保に同意し
ても、上述の緑地の効果が期待できない以上、対応は困難である。

1221 1221010

特定工場の
定義に係る
一の団地の
規定の緩和

各工場の敷地面積の取り方について、一
区画内の土地に加え、飛び緑地について
も工場敷地面積に算入できる。

・既存工場の設備更新
・新規事業への転換の促進
・遊休地等への工場新設促進

兵庫県
経済産業
省

110160
隣接緑地等の
定義の緩和

法第４条第１項第３
号ロ、
法第６条第１項第５
号ロ、
法第８条第１項第２
号
工場立地に関する
準則第６条、
工場立地法運用例
規集１－７－２－２－
１

法第６条第１項第５号ロに定め
る「工業集合地に隣接する」と
は、工業集合地に少なくとも一
部隣接している必要があり、住
宅等を隔てたいわゆる「飛び緑
地」は認めない。

C

　工場立地法は、工場立地の適正化のために、工場と工場周辺の地域の生活環境の調和の観点から、工場
の敷地利用の適正化を図っている。具体的には、個々の個別の工場の新増設の際、敷地面積の一定割合
以上の緑地等を工場敷地に整備したり、敷地面積の一定割合以下に生産施設の設置を抑制したりすることを
義務づけている。
　また、本法は、一団の土地に複数の工場が集中して立地する地域（以下「工業集合地」）等において、各工
場の敷地内で緑地等を整備するよりも、当該地域全体を一体として捉えて、当該地域と周辺の住宅等との間
に緑地等を整備するほうが、当該地域と周辺の生活環境をより調和させる効果が上がり工場立地法の趣旨
にかなう場合があるため、そうした地域については、工場敷地外に整備された緑地の面積を工場敷地内に整
備すべき緑地の面積に算入することを認める特例が設けられている。
要望は工業集合地等から離れた場所に整備された緑地の面積を本特例の緑地の面積に算入するもので
あって、生産施設の抑制等が工場から発生する騒音の緩和や、工業集合地周辺の地域社会から工場に対
する不安感を解消するといった、緑地の効果を減じるものであり、工場と工場周辺の地域の生活環境の調和
が図られず、工場立地の適正化が達成されないため、対応は困難である。
　なお、工場は現在各種の公害防止規制法、災害予防規制法等により規制されているが、これら個別の危険
に対する定型的規制では騒音などの公害の発生を防止できても、なお地域住民にとっては、工場に対する漠
然とした不安感が解消されていない。例えば、公害苦情相談窓口で受けた全公害苦情件数の約７割が感覚
的・心理的被害によるものである。（平成１５年度公害苦情調査）。
　そうした原因は、例えば、事務所、住宅地等に比べて、工場が操業することに伴って具体的に予見できない
公害、災害等の危険を感じるなど、工場自体に対する危険なイメージや印象といった不安心理であり、具体的
には工場そのものに結びつけられる。そこで、不安感の具体的対象である工場を外部から遮蔽しつつ、こうし
た不安感を解消するために、うるおいを与え、見る人の心を和ませるなどの心理的に良い効果をもたらす緑地
を整備し、工場が周辺の地域の生活環境との調和を図っていくことが必要である。
　工業集合地については、当該地域全体を一体として捉えて特例を設けているものであり、前述と同様、当該
地域と周辺の住宅等との間に心理的な効果のある緑地等を整備し、工場が周辺の地域の生活環境との調和
を図っていくことが必要である。

提案主体の意見では、貴省が対応不可の理
由の一つに揚げている「工業集合地等」から離
れた場所に緑地整備をするのではなく、対象
地区はいずれも一体性をもった土地で、もとも
と工場が自然発生的に集中して立地する工業
集合地であったが、一部の工場が空き工場や
工場跡地となってしまったため、工場や緑地等
が連続しない状況となっている。また、重点エ
リア及びその周辺が工業専門地域であり、住
宅の用に供する地域を含んでない。これらを
踏まえ、地域の実情に応じて柔軟な対応が可
能となるよう、再度検討し回答されたい。

○対象地区の尼崎臨海地域は阪神工業地帯の一翼を担い、素材
型産業など重化学工業を中心としてわが国の産業経済の発展を
リードしてきたが、産業構造の変化等により、工場の遊休地が発生
するなど地域の活力が低下してきており、地域活力再生への取り
組みが最も必要とされる地域となっている。そこで「尼崎２１世紀の
森構想」を策定し、ゆとりと潤いをもたらす水と緑豊かな自然環境
の創出による環境共生型のまちづくりを目指している。
○貴省が対応不可の理由の一つに揚げている「工業集合地等」か
ら離れた場所に緑地整備をするのではなく、対象地区はいずれも
一体性をもった土地で、もともと工場が自然発生的に集中して立地
する工業集合地であったが、一部の工場が空き工場や工場跡地と
なってしまったため、工場や緑地等が連続しない状況となってい
る。
○貴省が懸念する地域住民の不安については、重点エリアは全て
工業専用地域であり、その周囲も工業専用地域であるため、住宅
等の用に供する地域を含んでいない。
また、全体エリアは約８割が工業専用地域及び工業地域であり、
住宅等の用に供する地域と一部接しているものの「尼崎２１世紀の
森構想」の策定に際し、学識経験者、行政、地元産業界、市民を交
えて十分検討を行い、ホームページ、市民フォーラムの開催及び
市民アンケートの実施などパブリックコメントを反映させて策定し
た。また、当該構想に係る行動計画についても市民、企業、ＮＰＯ
等団体の参加を得るスキームで検討を進めている。

C

　工場立地法は、工場立地の適正化のために、工場と工場周辺の地
域の生活環境の調和の観点から、工場の敷地利用の適正化を図って
いる。具体的には、個々の工場の新増設の際、敷地面積の一定割合
以上の緑地等を工場敷地に整備したり、敷地面積の一定割合以下に
生産施設の設置を抑制したりすることを義務づけている。
　この趣旨は、工場の建屋等の無機質な外観等により生じる圧迫感や
不安感といった心理的ストレスが、工場周辺の居住者、通行者、通勤
者といった者の生活環境に悪影響をもたらす（公害苦情相談窓口で受
けた全公害苦情件数のうち約７割が感覚的・心理的被害（平成１５年
度公害苦情調査））ため、うるおいを与え見る人の心を和ませるなどの
心理的ストレスの解消に効果がある緑地を、工場の建屋等を外部から
遮蔽するように配置するなど工場と一体的に整備することにより、工場
と工場周辺の地域の生活環境の調和を図ることにある。
　なお、意見の第二段落のポイントは、「工業集合地等」から離れた場
所に緑地整備をするのではなく、従来工業集合地として一体性を持っ
た土地の中に空地が存在する場合をいかに判断するかという点にある
と考えられるが、この点については、管理コード１１０１８０の提案と同じ
であり、当該提案への回答を参照されたい。
　また、意見の第三段落の前段では、工業専用地域であり、地域全体
で緑地が創出されれば、工場周辺の地域の生活環境の調和は十分図
られるということであるが、工場から離れた場所で整備するなどエリア
全体で確保された緑地には、その工場周辺で生活する住民や通勤者
等に対する上述の効果が期待できない点については、工業専用地域
であってもかわりはない。
　さらに、意見の第三段落の後段では、「尼崎２１世紀の森構想」の策
定の際にパブリックコメント等により住民の意見が反映されていること
等を理由としてエリア全体で緑地の確保を図ることにより、周辺地域の
生活環境の調和が図られるということであるが、工場立地法の生活環
境とは、工場周辺の現住者に限定した生活環境のみならず、通行者
や通勤者等を含む一般的な生活環境であり、特定の者の生活環境に
限定できるものではなく、特定の者がエリア全体での緑地の確保に同
意しても、上述の緑地の効果が期待できない以上、対応は困難であ
る。

1221 1221020
隣接緑地等
の定義の緩
和

遊休地等を隔てた「飛び緑地」についても、
地域の環境に寄与するものについては、
工業集合地特例の緑地とみなす。

・既存工場の設備更新
・新規事業への転換の促進
・遊休地等への工場新設促進

兵庫県
経済産業
省
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措置分
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措置の
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ロジェ
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提案事項
管理番号
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例事項
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名）

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容 提案主体名

制度の所
管府省
庁・関連
府省庁

110160
隣接緑地等の
定義の緩和

法第４条第１項第３
号ロ、
法第６条第１項第５
号ロ、
法第８条第１項第２
号
工場立地に関する
準則第６条、
工場立地法運用例
規集１－７－２－２－
１

法第６条第１項第５号ロに定め
る「工業集合地に隣接する」と
は、工業集合地に少なくとも一
部隣接している必要があり、住
宅等を隔てたいわゆる「飛び緑
地」は認めない。

C

　工場立地法は、工場立地の適正化のために、工場と工場周辺の地域の生活環境の調和の観点から、工場
の敷地利用の適正化を図っている。具体的には、個々の個別の工場の新増設の際、敷地面積の一定割合
以上の緑地等を工場敷地に整備したり、敷地面積の一定割合以下に生産施設の設置を抑制したりすることを
義務づけている。
　また、本法は、一団の土地に複数の工場が集中して立地する地域（以下「工業集合地」）等において、各工
場の敷地内で緑地等を整備するよりも、当該地域全体を一体として捉えて、当該地域と周辺の住宅等との間
に緑地等を整備するほうが、当該地域と周辺の生活環境をより調和させる効果が上がり工場立地法の趣旨
にかなう場合があるため、そうした地域については、工場敷地外に整備された緑地の面積を工場敷地内に整
備すべき緑地の面積に算入することを認める特例が設けられている。
要望は工業集合地等から離れた場所に整備された緑地の面積を本特例の緑地の面積に算入するもので
あって、生産施設の抑制等が工場から発生する騒音の緩和や、工業集合地周辺の地域社会から工場に対
する不安感を解消するといった、緑地の効果を減じるものであり、工場と工場周辺の地域の生活環境の調和
が図られず、工場立地の適正化が達成されないため、対応は困難である。
　なお、工場は現在各種の公害防止規制法、災害予防規制法等により規制されているが、これら個別の危険
に対する定型的規制では騒音などの公害の発生を防止できても、なお地域住民にとっては、工場に対する漠
然とした不安感が解消されていない。例えば、公害苦情相談窓口で受けた全公害苦情件数の約７割が感覚
的・心理的被害によるものである。（平成１５年度公害苦情調査）。
　そうした原因は、例えば、事務所、住宅地等に比べて、工場が操業することに伴って具体的に予見できない
公害、災害等の危険を感じるなど、工場自体に対する危険なイメージや印象といった不安心理であり、具体的
には工場そのものに結びつけられる。そこで、不安感の具体的対象である工場を外部から遮蔽しつつ、こうし
た不安感を解消するために、うるおいを与え、見る人の心を和ませるなどの心理的に良い効果をもたらす緑地
を整備し、工場が周辺の地域の生活環境との調和を図っていくことが必要である。
　工業集合地については、当該地域全体を一体として捉えて特例を設けているものであり、前述と同様、当該
地域と周辺の住宅等との間に心理的な効果のある緑地等を整備し、工場が周辺の地域の生活環境との調和
を図っていくことが必要である。

工業集合地周辺の地域社会から工場に対す
る不安感の解消、騒音の緩和等に効果がある
としても、提案内容を困難とする合理性が明確
ではない。この点を明らかにした上で、地域の
実情に応じた柔軟な対応が可能となるよう再
度検討し、回答されたい。

C

　工場立地法は、工場立地の適正化のために、工場と工
場周辺の地域の生活環境の調和の観点から、工場の敷
地利用の適正化を図っている。具体的には、個々の工場
の新増設の際、敷地面積の一定割合以上の緑地等を工
場敷地に整備したり、敷地面積の一定割合以下に生産施
設の設置を抑制したりすることを義務づけている。
　この趣旨は、工場の建屋等の無機質な外観等により生
じる圧迫感や不安感といった心理的ストレスが、工場周辺
の居住者、通行者、通勤者といった者の生活環境に悪影
響をもたらす（公害苦情相談窓口で受けた全公害苦情件
数のうち約７割が感覚的・心理的被害（平成１５年度公害
苦情調査））ため、うるおいを与え見る人の心を和ませるな
どの心理的ストレスの解消に効果がある緑地を、工場の
建屋等を外部から遮蔽するように配置するなど工場と一
体的に整備することにより、工場と工場周辺の地域の生
活環境の調和を図ることにある。
　ご要望は、工場が立地されている市町村等の自治体の
範囲内等において当該事業敷地に限らず、広域的に確保
する点にあるが、工場と一体的に整備されていない緑地
では、上記のような効果が期待できないため、対応は困難
である。

5067 50670012
工場立地に
伴う緑地確
保の緩和

 
・生産設備に見合う緑地の確保は、工場が
立地されている市町村等の自治体の範囲
内等において当該事業敷地に限らず、広
域的に確保すればよいものとしていただき
たい。

石油化学工業協
会

経済産業
省

110170

工業集合地の
形成に伴い整
備された緑地
以外の緑地除
外規定の緩和

法第４条第１項第３
号ロ
工場立地法運用例
規集１－７－２－２－
３

法第６条第１項第５号ロに定め
る「計画的に整備される」とは、
工業集合地の形成に伴って、
緑地等が計画的に整備される
場合を指し、手入れのされない
単なる自然林、原始林や工業
集合地の形成と無関係に整備
された緑地等は該当しない。
また、整備とは、敷地の取得又
は造成のみだけでなく、緑地及
び環境施設の設置又は管理ま
でをも含む概念であるため、造
成を伴わず、単に管理がなされ
る場合であっても特例の対象と
なる。

Ｄ－１

　法第４条第１項第３号ロで規定している「計画的に」とは、
特定の意図を持って一連のスケジュールの下に行われるこ
とを指し、具体的には工業集合地と周辺の生活環境を調和
することといった目的から一連のスケジュールの下に行わ
れることである。そのため、運用例規集において「工業集合
地の形成に伴って」と明記し、工業集合地のために整備さ
れることを明確化している。
　ご要望の内容は、今後造成する公共緑地を工業集合地
の緑地とみなすことを求めるものであり、工業集合地と周辺
の生活環境を調和する目的で一連のスケジュールのもと当
該緑地を整備する場合には、当該緑地が「計画的に整備さ
れる」ものとして工業集合地特例を適用することは可能であ
る。
　また、「整備」とは、敷地の取得又は造成のみだけではな
く、緑地及び環境施設の設置又は管理までをも含む概念で
あり、管理については、工場立地に関する準則第６条で規
定しているとおり、例外的に、隣接緑地等の整備につき工
業集合地に工場等を設置する者が費用負担をしない場合
についても、都道府県又は指定都市の長は、事業者間の
公平性が著しく損なわれることのない範囲において緑地面
積に算定することを可能としているところ。

1221 1221030

工業集合地
の形成に伴
い整備され
た緑地以外
の緑地除外
規定の緩和

工業集合地の形成とは無関係に整備され
た緑地についても、地域の環境に寄与する
ものについては、工業集合地特例の緑地
とみなす。

・既存工場の設備更新
・新規事業への転換の促進
・遊休地等への工場新設促進

兵庫県
経済産業
省

110180

工業集合地の
定義に係る一
団の土地の定
義の緩和

法第４条第１項第３
号ロ、
法第６条第１項第５
号、
工場立地に関する
準則第６条
工場立地法運用例
規集１－７－２－１－
３

法第６条第１項第５号ロに定め
る「一団の土地」については、
物理的に一連の土地の他、道
路、川等に分断されていても、
一体性をもった土地をいう。た
だし、工場等の用に供するため
の敷地が二以上であっても
各々が点在して存在する場合
には対象とならない。

C

　工場立地法は、工場立地の適正化のために、工場と工場周辺の地域の生活環境の調和の観点から、工場
の敷地利用の適正化を図っている。具体的には、個々の個別の工場の新増設の際、敷地面積の一定割合
以上の緑地等を工場敷地に整備したり、敷地面積の一定割合以下に生産施設の設置を抑制したりすることを
義務づけている。また、本法は、一団の土地に複数の工場が集中して立地する地域（以下「工業集合地」）等
において、各工場の敷地内で緑地等を整備するよりも、当該地域全体を一体として捉えて、当該地域と周辺
の住宅等との間に緑地等を整備するほうが、当該地域と周辺の生活環境をより調和させる効果が上がり工場
立地法の趣旨にかなう場合があるため、そうした地域については、工場敷地外に整備された緑地の面積を工
場敷地内に整備すべき緑地の面積に算入することを認める特例が設けられている。ご要望の内容は、工業
集合地等から離れた場所に整備された緑地の面積を本特例の緑地の面積に算入するものであって、これ
は、当該地域と周辺の住宅等との間に整備する緑地等を縮小し、当該地域内の各工場で設置できる生産施
設の面積を拡大することを認めるものであって、工業集合地に隣接する緑地が、工業集合地周辺の地域社会
から工場に対する不安感を解消したり、生産施設の抑制等が工場から発生する騒音を緩和するといった、緑
地の効果を減じるものであり、工場と工場周辺の地域の生活環境の調和が図られず、工場立地の適正化が
達成されないため、対応は困難である。なお、工場は現在各種の公害防止規制法、災害予防規制法等によ
り規制されているが、これら個別の危険に対する定型的規制では騒音などの公害の発生を防止できても、な
お地域住民にとっては、工場に対する漠然とした不安感が解消されていない。例えば、公害苦情相談窓口で
受けた全公害苦情件数の約７割が感覚的・心理的被害によるものである。（平成１５年度公害苦情調査）。そ
うした原因は、例えば、事務所、住宅地等に比べて、工場が操業することに伴って具体的に予見できない公
害、災害等の危険を感じるなど、工場自体に対する危険なイメージや印象といった不安心理であり、具体的に
は工場そのものに結びつけられる。そこで、不安感の具体的対象である工場を外部から遮蔽しつつ、こうした
不安感を解消するために、うるおいを与え、見る人の心を和ませるなどの心理的に良い効果をもたらす緑地を
整備し、工場が周辺の地域の生活環境との調和を図っていくことが必要である。工業集合地については、当
該地域全体を一体として捉えて特例を設けているものであり、前述と同様、当該地域と周辺の住宅等との間に
心理的な効果のある緑地等を整備し、工場が周辺の地域の生活環境との調和を図っていくことが必要である。

工業集合地周辺の地域社会から工場に対す
る不安感の解消、騒音の緩和等に効果がある
としても、提案内容を困難とする合理性が明確
ではない。この点を明らかにした上で、右提案
主体の意見を踏まえ、地域の実情に応じた柔
軟な対応が可能となるよう再度検討し、回答さ
れたい。

○対象地区の尼崎臨海地域は阪神工業地帯の一翼を担い、素材型
産業など重化学工業を中心としてわが国の産業経済の発展をリード
してきたが、産業構造の変化等により、工場の遊休地が発生するな
ど地域の活力が低下してきており、地域活力再生への取り組みが最
も必要とされる地域となっている。そこで「尼崎２１世紀の森構想」を
策定し、ゆとりと潤いをもたらす水と緑豊かな自然環境の創出による
環境共生型のまちづくりを目指している。○対象地区はいずれも一
体性をもった土地であり、工場が自然発生的に集中して立地する工
業集合地であったが、一部の工場が空き工場や工場跡地となってし
まったため、工場や緑地等が連続しない状況となっている。○提案
では、限定した地域において工業集合地特例を適用する一方で、工
場立地法に関する準則で定める緑地面積率及び環境施設面積率２
５％以上を堅持することにより、地域全体の緑化が進むとともに、既
存工場の老朽化した設備が省エネ、環境配慮型の設備に更新され
るため、工場と周辺地域の生活環境の調和は十分図られると考え
る。現在、既存工場の緑化率は、全体エリア内では10.2％、重点エリ
ア内では7.4％にとどまっており、更に老朽化した設備で操業を続け
ているため周辺環境への影響も大きい。このため重点エリアでは、
整備予定の中央緑地（約29ha）を工業集合地の隣接緑地とみなす一
方、エリア内の工場が新増設時に整備すべき緑地等の面積割合を
10％とすることで、緑地率を25％を確保することとしている。○重点
エリアは全て工業専用地域で、その周囲も工業専用地域であるた
め、住宅等の用に供する地域を含まない。また、全体エリアは約８割
が工業専用地域及び工業地域であり、住宅等の用に供する地域と
一部接しているものの「尼崎２１世紀の森構想」の策定に際し、学識
経験者、行政、地元産業界、市民を交えて十分検討を行い、ホーム
ページ、市民フォーラムの開催及び市民アンケートの実施などパブ
リックコメントを反映させて策定した。また、当該構想に係る行動計画
についても市民、企業、ＮＰＯ等団体の参加を得るスキームを進めて
いる。

Ｄ－１

　工場立地法は、工場立地の適正化のために、工場と工場周辺の地
域の生活環境（人の日常の生活の環境等をいうものであり、必ずしも
周辺住民の生活環境のみを指すものではない。）の調和の観点から、
工場の敷地利用の適正化を図っている。具体的には、個々の個別の
工場の新増設の際、敷地面積の一定割合以上の緑地等を工場敷地
に整備したり、敷地面積の一定割合以下に生産施設の設置を抑制し
たりすることを義務づけている。
　また、本法は、用途地域の定めにかかわらず、一団の土地に複数の
工場が集中して立地する地域（以下「工業集合地」）等について、工場
等を設置する場合に、工業集合地及び緑地等について一体として配
慮し、工場敷地外に整備された緑地の面積を工場敷地内に整備すべ
き緑地の面積に算入することを認める特例が設けられている。
　これは、当該工業集合地等において、各工場の敷地内で緑地等を整
備するよりも、当該地域全体を一体として捉えて、当該地域と周辺の
住宅等との間に緑地等を整備するほうが、当該地域と周辺の生活環
境をより調和させる効果が上がり工場立地法の趣旨にかなう場合があ
るためである。このため、ここにいう一団の土地とは、当該地域を一体
として捉えられる土地であることが必要であり、物理的に一連の土地で
あることのほか、道路、川等に分断されていても一体性をもった土地が
含まれる。（道路、川等により分断される場合のほか、空地により分断
されていた場合についても、それを除外するものではない。）
　提案の内容は、「提案に係る地域は一体性をもった土地であり、工場
が自然発生的に集中して立地する工業集合地であったが、一部の工
場が空き工場や工場跡地となってしまったため、工場等が連続しない
状況となっている」というものであり、工業集合地の特例の適用を図る
ことが、周辺の地域の生活環境の改善に寄与すると、地域の実情を十
分に把握している都道府県等が判断する場合については対応可能で
ある。

1221 1221040

工業集合地
の定義に係
る一団の土
地の定義の
緩和

工場等が連続していない場合でも、一定の
区域を工場等が集中して立地する一団の
土地（工業集合地）とみなす。

・既存工場の設備更新
・新規事業への転換の促進
・遊休地等への工場新設促進

兵庫県
経済産業
省

110190
工場立地法の
緑地、環境施設
面積率の緩和

工場立地法第４条の
２
工場立地法第１５条
の４

都道府県は、緑地及び環境施
設のそれぞれの面積の敷地面
積に対する割合については、緑
地面積率などに関する区域の
区分ごとの基準の範囲内にお
いて条例で定めることができ
る。

D-3

工場立地法は、国が定める準則に変えて、都道府県及び
政令指定都市に一定の幅で緑地等の面積率を設定するこ
とができるようにしているところであるが、中核市等におい
ても、その実需、要望などを踏まえて、地域の実情に応じた
緑地面積率の設定を可能となるような方向で対応。

1034 1034010

工場立地法
の緑地、環
境施設面積
率の緩和

工場立地法における緑地、環境施設面積
率の準則の決定権限を今治市および上島
町に委譲する。

今治圏域における造船集積地域は、殆ん
どが瀬戸内海国立公園地域に隣接し、島
嶼部の狭隘な地形に立地しているため、造
船工場の拡張の余地が少ない｡そこで工場
の緑地、環境施設の面積比率を地域の特
殊事情に合ったものとし、生産能力の向上
を図るとともに、地域産業の活性化につな
げる｡なお緑地面積の代替措置について
は、周辺地域と一体で緑地面積の確保を
行い、環境面の後退のないよう、十分な検
討を行う。

愛媛県今治市、
朝倉村、玉川
町、波方町、大
西町、菊間町、
吉海町、宮窪
町、伯方町、上
浦町、大三島
町、関前村、上
島町

経済産業
省
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制度の所
管府省
庁・関連
府省庁

110200
公益法人によ
る株式保有の
禁止の緩和

・中小企業の創造的
事業活動の促進に
関する臨時措置法
（平成７年４月施行）
第１４条の３第２項
・「公益法人の設立
許可及び指導監督
基準（平成8年9月20
日閣議決定、同年10
月4日内閣官房副長
官、各省次官等通
知）」及び「公益法人
の設立許可及び指
導監督基準の運用
指針（平成8年12月
19日公益法人等の
市同監督等に関す
る関係閣僚会議幹
事会申合せ）」

  「中小企業の創造的事業活動
の促進に関する臨時措置法
（以下、「創造法」という。）」（平
成７年４月施行）は、同法第14
条の２において中小企業の創
造的事業活動の促進に資する
ことを目的に設立された民法第
34条の法人を指定し、この法人
が株式又は社債を引き受ける
ことを創造法第１４条の３第２項
により認めている。当該規定が
あることにより、「公益法人の設
立許可及び指導監督基準（平
成8年9月20日閣議決定、同年
10月4日内閣官房副長官、各省
次官等通知）」及び「公益法人
の設立許可及び指導監督基準
の運用指針（平成8年12月19日
公益法人等の市同監督等に関
する関係閣僚会議幹事会申合
せ）」の適用除外となっている。

Ｃ

○「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置
法（以下、「創造法」という。）」（平成７年４月施行）は、時限
法であることから平成１７年４月をもって期限到来し終了す
る。
　継続的に実施する必要のあるスキームは、同法などを統
合した「中小企業新事業活動促進法（仮称）」でも措置する
こととしているが、要望のあった公益法人によって行われる
ベンチャー企業振興スキームは、ベンチャーファンドなどの
ベンチャー育成制度が整備されていること、平成８年の制
度創設当時に比べ民間のベンチャーキャピタルによる投資
が円滑化してきていることなどから、政策目的を達成したた
め終了する。

「創造法」失効後、既に公益法人が引き受
けた株式・社債について、どのような取扱
になるのか回答されたい。また、「公益法
人によるベンチャー企業振興はその政策
目的を達した」という貴省の回答であるが、
右提案主体の意見を踏まえ、ファンドが多
数成立していない地域において、安定的な
公的主体によるファンド形式によらない資
本支援制度のニーズがあることについて対
応を検討し回答されたい。

　創業期の企業等にあっては、必ずしも上場を目指さず安定的な
成長を目指す企業も多数存在する。このような企業をファンドは投
資対象としにくい。また、地域においては、多くの企業や資本の集
中する都市部と異なり、ベンチャー資本も限られ、ファンドが多数成
立する状況にない。
　「公益法人によるベンチャー企業振興はその政策目的を達成し
た」とされるが、本県においては、直近３ヶ年度で申請件数は24
件、投資決定件数は13件であり、創業初期の企業を支援し成長後
に民間投資への橋渡しする機能も期待されており、特段の弊害も
生じていない。初の配当企業も出るなど成果も出ており、県内の企
業や金融機関からも継続の期待と要望が強い。安定的な公的主
体によるファンド方式によらない資本支援制度は未だ十分に必要
性がある。
　地域の責任の下、地域経済活性化に向け支援の選択肢を増や
すことは構造改革特区制度の本旨でもあり、本特区制度は有効か
つ必要なものであることから、再検討を望むものである。

Ｃ

○時限法である創造法はその役割を終え、廃止される予定である。一
方、本スキームを通じて支援されたベンチャー企業の資金繰りに不利
益が生じないよう、法律が廃止された後においても、創造法終了前に
公益法人たる指定支援機関が引き受けた株式・社債については、一定
期間（１０年間）保有することが出来る旨の経過措置を設けるべく検討
しているところ。
○創造法では、ベンチャー振興の観点から、指定支援機関として各県
の公益法人を指定し、当該機関を通じて直接金融支援を行ってきたと
ころ。その際の手法として公益法人による株式保有等が結果として行
われていたが、民間による直接金融支援が盛んになった現在（投資事
業有限責任組合法に基づき登記されているファンド数５１０）（平成１６
年１０月末現在）、公益法人を通じた官によるベンチャー企業に対する
直接金融支援の役割はほぼ終えたと認識され、創造法の期限到来を
もって指定支援機関制度は、終了することとした。また、創業期の企業
に対する支援については、ＶＣ（ベンチャーキャピタル）等の民間による
支援が盛んになっており、彼らの支援ノウハウを活用することが有効
であり、地域のＶＣや民間の事業会社等と連携をとり支援体制を構築
することが可能となっている。具体的には投資事業有限責任組合法に
基づくファンドを形成し、無限責任組合員となりうる地域のＶＣ等と連携
をとり、有限責任組合員として参加し、創業期の企業に対して支援（事
実上株式を保有）するスキームが、全国を網羅し、十分な政策効果が
期待しうるシステムとして機能している。
○公益法人が未公開企業の株式を保有するかどうかの判断について
は、創造法の規定の有無によって判断されるものではなく、基本的に
は公益法人及びそれらを所管する行政庁の判断によるものと考えられ
る。

1224 1224010

公益法人に
よる株式保
有の禁止の
緩和

平成17年4月以降、県内全域において特定
の公益法人※によるベンチャー企業の育
成・支援を目的とした株式の保有を可能と
する。（※ベンチャー企業の育成・支援を目
的とした事業を行う県が認めた公益法人）

 「中小企業の創造的事業活動の促進に関
する臨時措置法」（平成７年４月施行）は、
同法第14条の２において中小企業の創造
的事業活動の促進に資することを目的に
設立された民法第34条の法人を指定し、こ
の法人が株式又は社債を引き受けることを
認めている。（同法・ しかしながら、同法は
時限法であることから平成17年4月をもって
廃止され、同法及び新事業創出促進法、
中小企業経営革新支援法の3法を統合し
た中小企業支援新法が制定されることと
なっている。（第14条の３第2項）・ この新法
の中では、財団が新規に未公開企業の株
式を保有することについては規定されない
ことから、新法下では財団による株式の保
有は認められないこととなる。このため、同
財団が継続して株式の引き受けによる資
金支援（直接投資）が可能となるよう、特定
の財団法人がベンチャー企業の育成・支援
を目的とする株式を保有することができる
特区の設置を求めるものである。

静岡県
総務省
経済産業
省

110210
特許の出願手
続きの簡素化

特許法第３６条
特許出願には明細書等の出願
書類の提出が必要。

C

・提案のような特例措置を講じ、明細書の提出等の出願手続を簡素化した場合に
は、特許権の及ぶ範囲が不明確となり第三者からの予見可能性が低下し、法的安
定性を害し、無用の紛争を招くといった弊害が生ずることが予想される。また、この
ような弊害を除去する代替措置は存在しておらず、本件特例措置要望には対応で
きない。
・「論文のみで出願内容が理解できる分野」については特例を認めるとの提案であ
るが、本来、論文と特許出願書類とはその目的が異なっており、記載方法も異なっ
ている。このため、仮に「論文のみで出願内容が理解」できたとしても、論文と出願
の内容を比較・検討し、出願日の遡及の要件を満たしているか否かを判断する必
要性が生じ、大きな負担となるものである。
・本件特例措置を認めた場合には、出願人が出願時に出願書類を整えるという手
続きコストを削減するために、他人の有する特許権の内容について調査を行おうと
する第三者の調査コストを増大させる結果となる。特許権が出願人の独占権という
極めて強力な権利であることに鑑みると、上記のように特許権取得の受益者たる
出願人が、自ら負担すべきコストを他者に転嫁させることを認めることは不適当。
・本件特例措置を認めた場合、提出された論文に本件出願の内容が全て含まれて
いたか否かは特許権の無効理由の判断の前提となるものであり、無効審判・審決
取消訴訟・侵害訴訟等における紛争を拡大させることが予想される。この結果、特
許制度の利用者全体の紛争処理コストを増加させることにもつながりかねず、本
件特例措置を認めることは不適当。

1232 1232060
特許の出願
手続きの簡
素化

発明内容を記載した論文の代用を特許出
願に必要な説明要件を満たすことを条件に
認めることにより、特許手続きの迅速化を
図る。

特許様式を簡素化し、研究成果を公表する
時間を短縮することにより、バイオ・ゲノム
などのような開発スピードが著しい先端分
野における研究開発を促進させる。

東京都、神奈川
県、横浜市、川
崎市

経済産業
省

110220
特許出願猶予
期間の延長

特許法第３０条

特許を受ける権利を有する者
が刊行物に発表等した後、６月
以内に特許出願を行い、所定
の手続きをすれば、その刊行
物発表等により新規性、進歩
性を喪失しなかったものとみな
される。

C

・我が国全体に効力を有する排他的独占権という特許権そのものが有する性格か
らして、一部地域の出願人のみが優遇されて特許権が付与される手続を導入する
ことは適当でない。
・本制度の利用にあたっては、本人の出願より前に他人の出願があった場合に
は、その他人の出願が本人の発表より後であったとしても、本人も特許を取得でき
ない点や、我が国と同様の例外規定が存在しない欧州特許庁等へ出願した場合
には、特許を取得できない（無効理由）こととなる点などに留意が必要である。この
ように、我が国の先願主義制度のもとで、また国際的な制度調和が図られていな
い現実においては、我が国産業の国際競争力を高めていくためには、できる限り
早期の出願日を確保しておくことが肝要である。このような現状において、我が国
においてさらなる猶予期間の延長を行うことは、我が国で生み出された発明が十
分な保護を受けられない結果を招く可能性を増加させることになり、それを防止し
得る代替措置も存在しない。
・したがって本規定の見直しについては、知的財産戦略本部においてとりまとめら
れた「知的財産推進計画２００４」（２００４年５月２７日本部決定）に基づき、特許制
度の国際的調和の議論の動向を踏まえつつ検討するとともに、この規定があくま
でも例外規定であることを研究者等に対して周知することとしている。産業構造審
議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググ
ループの報告書「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向について」(２００４
年１０月、特許庁ホームページにて公表）においても、国際的調和については、米
国の先願主義への移行とのパッケージで取り扱うことが重要である旨の報告がな
されている（第１５頁参照）。
・なお、特許出願のための時間が十分にとれないとの指摘については、大半の出
願人がそうしているように弁理士制度の有効活用を図ることで対応が可能と考え
ている。

1232 1232080
特許出願猶
予期間の延
長

発表から６ヶ月以内を１年以内に延長す
る。

研究成果の公表から出願までの期間の確
保により、研究の完成度も高まり、バイオ・
ゲノムなどのうな開発スピードが著しい先
端分野における研究開発を促進する。

東京都、神奈川
県、横浜市、川
崎市

経済産業
省

110230

農村地域工業
等導入促進法
における農村
地域要件の緩
和

農村地域工業等導
入促進法（昭和46年
法律第112号）第２条
第１項
農村地域工業等導
入促進法施行令（昭
和46年政令第280
号）第１条から第３条
農村地域工業等導
入促進法の運用に
ついて（昭和63年8
月18日付け63構改B
第855号、63立局第
862号、職発第462
号、貨経第38号　農
林水産省構造改善
局長、通商産業省立
地公害局長、労働省
職業安定局長、運輸
省貨物流通局長通
知）第１

農村地域工業等導入促進法第
2条及び同施行令第1条から第
3条に規定する農村地域は、人
口要件等の基準により、線引き
を行っている。
しかしながら、「農村地域工業
等導入促進法の運用につい
て」第１の規定により、市町村
合併等により農村地域工業等
導入実施計画の樹立後農村地
域の要件を満たさなくなったとし
ても、その実施計画は有効なも
のであると解されている。
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当該市は既に農村地域工業等導入実施計画を策定済みで
あることや、「農村地域工業等導入促進法の運用につい
て」第１の規定により、市町村合併等により農村地域工業
等導入実施計画の樹立後農村地域の要件を満たさなくなっ
たとしても、その実施計画は有効なものであると解されてい
ることから、ご要望の「人口要件等の緩和、若しくは経過的
措置」は不要である。

貴省から「その実施計画は有効なものであ
ると解されていること」との回答であるが、
この根拠を示されたい、また、右の提案主
体の意見を踏まえ、再度検討し回答された
い

　貴職の回答によりますと、第２期工事計画区域はすでに農村地
域工業等導入実施計画がすでに策定済みの区域と判断され、今
回の人口要件の緩和若しくは経過的措置は不要であるとの回答
になっているものと解釈致しました。　現在計画の第二期区域につ
いては、現実施計画区域外に隣接する実施計画未策定の区域で
あり、事業化にあたり、現実施計画区域の拡大を目指すものであ
ります。
　「農村地域工業等導入促進法の運用について」第１の規定につ
いても県に確認したところ、市町村合併後の現実施計画の拡大は
認められないと確認しておりますので再提案するものです。
本計画は自主財源確保施策であり、雇用創出・地域経済の活性化
を図るものであります。何卒今一度ご検討をお願い致します。
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　「農村地域工業等導入促進法の運用について」（昭和63
年8月18日付け63構改B第855号、63立局第862号、職発
第462号、貨経第38号　農林水産省構造改善局長、通商
産業省立地公害局長、労働省職業安定局長、運輸省貨
物流通局長通知）第１の規定では、「法の対象となる農村
地域は、法第２条第１項の規定及び農村地域工業等導入
促進法施行令（昭和４６年政令第２８０号。以下「令」とい
う。）第１条から第３条までの規定により定められている。
これらの規定により定められている要件は、農村地域工
業等導入実施計画（以下「実施計画」という。）を樹立する
時点で満たされていなければならないが、実施計画の樹
立後これらの要件を満たさなくなったとしても、その実施計
画は有効なものであると解する。」とされている。
　このため、市町村合併が行われる予定である平成17年
４月1日までに、新エコポリス第二期区域を工業等導入地
区とする現行実施計画の変更手続きを行えば、当該実施
計画は合併後も引き続き有効なものとなることから、早急
に現行実施計画の変更手続きを行っていただきたい。

1170 1170010

農村地域工
業等導入促
進法におけ
る農村地域
要件の緩和

　掛川市における新エコポリス工業団地
は、農村地域工業等導入促進法に基づく
農工計画を平成12年度に策定し、掛川市
全額出資の公益法人を事業主体として実
施し、現在までに１期工事に概ね目処がつ
き、17年度より２期工事に着手したいと考
えておりますが、平成17年４月の市町村合
併により当市の人口は８万人から11万人
になり、当該法令において農村地域として
の要件（人口10万人以下、人口増加率全
国平均以下、第２次産業就業者比率全国
平均以下）を満たさなくなります。
本計画は、当市が国からの自立を目的とし
た自主財源確保施策のひとつであり、また
工業団地計画を推進することによる新たな
雇用の創出と地域経済の活性化を図るも
のでもあるため、当該法令における農村地
域要件（人口、人口増加率または第２次産
業就業者比率）に対し、市町村合併による
新市人口認定要件の緩和若しくは経過的
措置について提案するものです。

新エコポリス第２期工事推進計画（概要）
事 業 名　　新エコポリス第２期工事
事業主体　　掛川市開発公社
事業規模　　19.5ha
事業期間　　平成17年度～平成22年度

静岡県掛川市

農林水産
省
経済産業
省
厚生労働
省
国土交通
省
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